
○ 障害児⽀援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併⽤する児について、事業所間で連携し、こども
の状態や⽀援状況の共有等の情報連携を⾏った場合の評価を⾏う。

○ 併せて、セルフプランの場合に、⾃治体から障害児⽀援利⽤計画を障害児⽀援事業所に共有、また障害児⽀援事業所から個別⽀援計画
を⾃治体に共有して活⽤する仕組みを設ける。

【現⾏】
なし

単位数（新旧） 【改定後】
事業所間連携加算【新設】

事業所間連携加算（Ⅰ） ５００単位／回（⽉１回を限度）…①
事業所間連携加算（Ⅱ） １５０単位／回（⽉１回を限度）…②
※セルフプランで障害児⽀援の複数事業所を併⽤する児について、

① コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を⾏う
とともに、家族への助⾔援助や⾃治体との情報連携等を⾏った場合

② ①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を⾏い、その情報を事業所内で共有するとともに、
必要に応じて個別⽀援計画の⾒直しを⾏うなどにより⽀援に反映させた場合

②事業所間連携加算【新設】〔児童発達支援、放課後等デイサービス〕

２．（２）関係機関との連携の強化

○ 本加算は、障害児⽀援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併⽤する障害児について、利⽤する事業所間で連携し、こ
どもの状態や⽀援状況の共有等の情報連携を⾏った場合に算定するもの
【対象となる児】セルフプランで複数事業所を併⽤する児
【主な要件】

＜事業所間連携加算（Ⅰ）＞ ※連携・取組の中心となるコア連携事業所を評価するもの
・市町村から事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた事業所（コア連携事業所）であること
・児が利⽤する他の事業所との間で、児に係る⽀援の実施状況、心⾝の状況、⽣活環境等の情報共有・⽀援の連携のための会議を開催すること

（※会議はオンラインの活⽤を可能とする。全ての事業所の参加を基本とするが、やむを得ない場合の算定も認める）
・会議の内容及び整理された児の状況や⽀援に関する要点について、他の事業所、市町村、保護者に共有すること
・あわせて、市町村に、児に係る各事業所の個別⽀援計画を共有すること。また、障害児・家族の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談⽀援の利⽤の必要性

の要否を報告すること
・保護者に対して、上記の情報を踏まえた相談援助を⾏うこと（この場合に家庭連携加算を算定することも可能とする）
・上記の情報について、事業所の従事者に情報共有を⾏うとともに、必要に応じて個別⽀援計画を⾒直すこと

＜事業所間連携加算（Ⅱ）＞※コア連携事業所以外の事業所を評価するもの
・コア連携事業所が開催する会議に参加するとともに、個別⽀援計画をコア連携事業所に共有すること

（※会議の場に参加できない場合であっても、会議の前後に個別にコア連携事業所と情報共有等を⾏った場合には算定を可能とする）
・上記の情報について、事業所の従業者に情報共有を⾏うとともに、必要に応じて個別⽀援計画を⾒直すこと

〇 複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。
〇 市町村は、セルフプランで複数事業所利⽤の場合には、コア連携事業所を定め、当該セルフプランをコア連携事業所に共有するとともに、事業所間連携加

算を活⽤した取組を依頼することを基本とする。また、本取組により情報共有等された児の情報を、給付決定更新の際のアセスメント等の参考とすることを
基本とする（給付決定マニュアルにおいて規定）。なお、各都道府県・市町村ごとのセルフプラン率について、今後毎年公表することを予定しており、それ
と併せて本加算による取組の状況についても公表することを予定

ポ イ ン ト

【参照法令等】報酬告⽰︓第１の12の３（児発）、第３の１０の３（放デイ） 基準告⽰（270）１の１３（児発）、８の４の７（放デイ）

※市町村がコア連携事業所を定め、当該事業所に取組を依頼
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